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●彩の国よりそうみんなの電話･メール教育相談
　(毎日24時間)(いじめ、不登校、学校生活の相談)

子ども専用(18歳以下)   
＃7300(無料)
0120･86･3192(無料)

保護者用  048･556･0874
Eメール相談 soudan@spec.ed.jp
※Ｅメール相談の受信確認および返信は、
　平日の午前9時～午後5時に行っています。

　

●いじめ通報窓口(いじめに関する通報)
県ホームページのいじめ通報窓口フォームに必要事項を入
力してご利用ください。
※�この窓口は｢いじめ｣についての情報提供を受

け付けるもので、相談に対する返信は行いま
せん。

※�通報された情報は学校に提供します。学校は
通報した人が分からないように調査･対応しま
す。

　

●埼玉県警察少年サポートセンター
　(非行やいじめ、犯罪被害等の少年問題に関する心理面の相談)

048･861･1152(少年用･ヤングテレホンコーナー)
048･865･4152(保護者等用）

月～金曜日（祝日、年末年始を除く)　
午前8時30分～午後4時15分
※面接相談は要予約

　

●子どもスマイルネット
(いじめなど子どもに関するあらゆる相談【本人･保護者等
からの相談】)

048･822･7007
毎日(祝日、年末年始を除く) 
午前10時30分～午後6時

　

●埼玉いのちの電話
　(どんなことでも相談できます)

048･645･4343(毎日24時間)
0120･783･556(無料)

毎月 10日午前8時～翌日午前8時、
平日 午後4時～午後9時

0570･783･556(ナビダイヤル)
毎日 午前10時～午後10時
インターネット相談
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相談窓口

いじめ通報
窓口フォーム

少年サポート
センター

子どもスマイル
ネット

埼玉いのちの
電話ホームページ

11月はいじめ撲滅強調月間です！
　県では、11月を｢いじめ撲滅強調月間｣に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。
いじめにあったり、いじめに気が付いたりしたら、一人で悩まず相談や通報をしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　 県青少年課( 048･830･2907)

●さいたまチャイルドライン
　(どんなことでも相談できます)

0120･99･7777(無料)
毎日 午後4時～午後9時 
※18歳以下の子ども専用
オンラインチャット

月～土曜日 午後4時～午後9時

●こころの健康相談統一ダイヤル(こころの健康の相談)
0570･064･556(ナビダイヤル)

毎日 24時間

●埼玉県こころの電話(こころの健康の相談)
048･723･1447

月～金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時～午後5時

●埼玉県SNS相談 こころのサポート＠埼玉
(こころに関するすべての相談)
毎日 午後7時～午後11時
※受付は終了30分前まで

●子どもの人権110番
0120･007･110(無料)

月～金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分～午後5時15分

●子どもの人権SOS-eメール

さいたまチャイ
ルドライン

こころの
サポート@埼玉

申し込み
フォーム

みんなの電話・
メール教育相談
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障害者、けが人 福祉課 社会福祉班( 内線121)

要介護1以上の方 福祉課 介護保険･高齢者福祉班( 内線124)

妊産婦 子育て支援課 母子保健班( 内線206)

難病患者 健康づくり課 健康づくり推進班( 内線213)
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場所

日時

役場庁舎北側倉庫前

12月11日㈭、
12日㈮
午前9時～11時

町公式
ホームページ

行政インフォメーション　INFORM
ATION

行政インフォメーション　INFORM
ATION


